
第８回合併協議会が、11月28日（金）午後１時30分から、西木村総合開発センター集会室を会場に開
催されました。
前回の臨時会で結論のでなかった、「田沢湖と角館を連ねる」名称案について、田沢湖町、西木村両議

会から、臨時会後の協議で連称案には大多数が反対であったとの報告があり、委員全員の意見集約がで
きずに、無記名投票による採決を行いました。
会長を除く27名による採決の結果、賛成16票、反対11票で、会議運営規程第５条に基づき、出席委員

の３分の２以上の賛同が得られなかったために、否決されました。
名称の決定方法については、今後の協議会で改めて、話し合われる事になりました。
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協
議
さ
れ
た
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

【
協
議
事
項
】

●
協
議
案
第
五
号
（
継
続
協
議
）
…
…
…

は
じ
め
に
西
木
村
、
田
沢
湖
町
両
議
会

よ
り
前
回
の
臨
時
協
議
会
後
に
各
町
村
議

会
で
協
議
さ
れ
た
結
果
に
つ
い
て
、
佐
藤

西
木
村
議
会
議
長
よ
り
、「
議
会
の
特
別

委
員
会
を
開
催
し
、
臨
時
会
で
の
協
議
を

踏
ま
え
話
し
合
っ
た
が
、
名
称
と
事
務
所

の
位
置
を
一
体
的
に
考
え
た
場
合
に
は
、

連
称
に
同
意
す
べ
き
と
言
う
意
見
も
あ
っ
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た
が
、
現
町
名
に
こ
だ
わ
ら
ず
全
く
新
し

い
名
称
に
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
連
称
に
は

同
意
で
き
な
い
と
い
う
意
見
が
多
数
で
あ

っ
た
。」

ま
た
、田
口
田
沢
湖
町
議
会
議
長
よ
り
、

「
特
別
委
員
会
で
の
協
議
結
果
は
、
連
称

に
つ
い
て
大
多
数
が
反
対
で
あ
っ
た
。」

と
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
協
議
に
入
り
ま
し
た
が
、
委

員
か
ら
、「
田
沢
湖
町
議
会
、
西
木
村
議

会
が
連
称
案
に
は
、
反
対
だ
と
言
う
こ
と

は
判
っ
た
が
、
合
併
に
も
反
対
な
の
か
。」

と
い
う
質
問
や
、「
西
木
村
議
会
で
は
事

務
所
の
位
置
に
つ
い
て
の
協
議
も
行
わ
れ

た
の
か
。」
と
い
う
質
問
が
出
さ
れ
、
こ

れ
に
対
し
て
、「
連
称
案
に
は
反
対
で
あ

る
が
、
合
併
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い

う
認
識
で
あ
る
。」、「
協
議
は
あ
く
ま
で

も
連
称
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
事
務

所
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
協
議
は
し
て
い

な
い
。」
と
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

協
議
の
末
、
会
長
よ
り
「
全
会
一
致
が

協
議
会
の
原
則
だ
が
、
意
見
の
調
整
が
つ

か
な
い
場
合
は
、
三
分
の
二
以
上
の
賛
同

を
持
っ
て
議
事
を
進
め
る
と
い
う
協
議
会

会
議
運
営
規
程
第
五
条
に
基
づ
き
、
無
記

名
投
票
に
よ
り
採
決
を
行
い
た
い
。」
と

の
案
が
出
さ
れ
、
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

会
長
を
除
く
委
員
二
十
七
名
全
員
に
よ

る
投
票
の
結
果
、
賛
成
十
六
票
、
反
対
十

一
票
で
、
規
程
で
定
め
る
三
分
の
二
以
上

の
賛
同
（
十
八
票
）
が
得
ら
れ
な
か
っ
た

た
め
、
三
町
村
長
か
ら
提
案
さ
れ
て
い
た

新
自
治
体
の
名
称
は
、「
田
沢
湖
」
と

「
角
館
」
を
連
ね
た
も
の
と
す
る
案
は
、

否
決
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
名
称
に
つ
い
て
は
、
第
二
回
協

議
会
で
「
公
募
に
よ
ら
ず
、
現
在
の
名
称

を
基
に
し
て
法
定
協
議
会
で
協
議
の
う
え

決
定
す
る
。」
と
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

ど
の
よ
う
な
決
定
方
法
に
す
る
か
な
ど
、

今
後
の
協
議
会
で
改
め
て
協
議
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

●
協
議
案
第
六
号
（
継
続
協
議
）
…
…
…

協
議
案
第
五
号
が
否
決
さ
れ
た
事
に
よ

り
、
関
連
し
て
三
町
村
長
か
ら
提
案
さ
れ

て
い
た
「
当
面
の
事
務
所
の
位
置
は
、
現

西
木
村
役
場
と
す
る
。」
と
い
う
案
に
つ
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い
て
は
、
会
長
よ
り
取
り
下
げ
し
た
い
と

の
提
案
が
あ
り
、
全
会
一
致
で
確
認
さ
れ

ま
し
た
。

当
日
の
協
議
は
、
こ
の
二
案
件
で
打
ち

切
ら
れ
、
終
了
し
ま
し
た
。

な
お
、
当
日
協
議
予
定
の
継
続
協
議
と

な
っ
て
い
た
「
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任

期
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」、「
農
業
委
員
会

委
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
に
つ
い

て
」、
ま
た
第
７
回
の
協
議
会
で
、
提
案

し
て
い
た
協
議
案
第
二
十
六
号
か
ら
協
議

案
三
十
五
号
ま
で
及
び
今
回
提
案
予
定
だ

っ
た
協
議
案
七
件
に
つ
い
て
は
、
次
回
以

降
の
協
議
会
で
協
議
を
行
う
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

十
一
月
二
十
一
日
、
午
後
二
時
か
ら
臨

時
合
併
協
議
会
が
、
西
木
温
泉
ふ
れ
あ
い

プ
ラ
ザ
ク
リ
オ
ン
二
階
ホ
ー
ル
を
会
場
に

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
協
議
会
は
、
継
続
協
議
と
な
っ

て
い
る
協
議
案
第
五
号
「
新
自
治
体
の
名

称
に
つ
い
て
」
の
み
の
協
議
と
な
り
ま
し

た
。協

議
さ
れ
た
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

【
協
議
事
項
】

●
協
議
案
第
五
号
（
継
続
協
議
）
…
…
…

始
め
に
、
各
町
村
の
助
役
、
教
育
長
等

か
ら
前
回
の
第
七
回
協
議
会
後
に
行
わ
れ

た
住
民
説
明
会
や
関
係
団
体
へ
の
ア
ン
ケ

ー
ト
等
の
結
果
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
内
容
と
し
て
は
「
お
お
む
ね
連
称

案
に
は
賛
成
と
い
う
意
見
が
出
て
い
る
。」

「
で
き
れ
ば
現
町
名
を
残
し
て
も
ら
い
た

い
が
、
連
称
案
で
合
併
が
ま
と
ま
る
の
な

ら
賛
成
。」
と
言
う
も
の
で
し
た
。

そ
の
後
、佐
藤
西
木
村
議
会
議
長
か
ら
、

住
民
説
明
会
後
の
議
会
の
協
議
結
果
に
つ

い
て
、「
合
併
を
最
優
先
す
る
上
で
連
称

も
や
む
無
し
と
い
う
経
緯
だ
が
、
事
務
所

の
位
置
に
つ
い
て
、
当
面
の
間
と
言
う
の

は
納
得
で
き
な
い
。
連
称
に
同
意
す
る
前

提
と
し
て
は
、
本
庁
舎
の
位
置
を
西
木
村

に
置
く
事
が
、
本
議
会
の
総
意
で
あ
る
。」

と
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
佐
藤
西
木
村
助
役
よ
り
協
議
案

第
六
号
関
連
で
、「
当
面
の
事
務
所
の
位

置
は
、
西
木
村
役
場
と
す
る
。」
に
つ
い

て
、
住
民
よ
り
「
当
面
」
の
解
釈
を
求
め

ら
れ
た
と
の
発
言
が
あ
り
、
会
長
か
ら

「
最
も
新
し
い
西
木
村
役
場
で
も
、
建
設

後
約
三
十
年
が
経
過
し
て
い
る
。
今
後
策

定
さ
れ
る
市
町
村
建
設
計
画
に
は
、
新
庁

舎
の
建
設
を
盛
り
込
む
必
要
が
あ
る
が
、

合
併
後
の
財
政
状
況
等
を
勘
案
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
、
建
設
時
期
、
位
置
、

規
模
等
は
新
自
治
体
の
検
討
・
判
断
に
ゆ

だ
ね
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
、
当
面
の
間
と
し
た
も
の
で
あ
る
。」

と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

協
議
で
は
、
各
委
員
よ
り
「
連
称
案
に

賛
成
で
あ
る
。」「
住
民
の
声
が
反
映
さ
れ

て
い
な
い
の
で
、
公
募
す
べ
き
で
は
な
い

か
。」
等
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
西
木
村
議
会
よ
り
、「
当
面
」
に

つ
い
て
の
解
釈
を
、
示
さ
れ
た
の
を
受
け

て
、
も
う
一
度
議
会
に
持
ち
帰
っ
て
協
議

し
た
い
と
の
提
案
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
の
結
果
、
次
回
（
第
８
回
）
の
協

議
会
で
連
称
案
に
つ
い
て
、
最
大
限
結
論

を
出
す
よ
う
に
し
た
い
と
し
て
、
継
続
協

議
と
す
る
こ
と
と
確
認
し
ま
し
た
。

臨
時
合
併
協
議
会
の 

　
協
議
事
項
に
つ
い
て 



　合併協議会では、合併の方式、期日、新自治体の名称などの「基本的事項」と住民の皆さんの生活に密接
に関わっている住民サービス関係の「各種事務事業の取扱い」及び「新市建設計画」について協議し、合意
することになっています。 
　第１回から第７回までの協議会で下表の項目について、協議が終了し確認されています。 
　今後も「議会議員の定数及び任期の取扱い」や「町名・字名の取扱い」等の協議を進めて行くことになり
ます。 
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